
平成２８年秋季全国火災予防運動実施計画 

海部南部消防本部 

１ 目 的 

この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の

一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者

の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的とする。  

 

２ 防火標語（平成２８年度全国統一防火標語） 

「消しましょう その火その時 その場所で」 

 

３ 実施期間 

平成２８年１１月９日（水）から１１月１５日（火）までの７日間 

    

４ 全国統一重点目標 

⑴ 住宅防火対策の推進 

⑵ 放火火災防止対策の推進 

⑶ 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 

⑷ 製品火災の発生防止に向けた取組みの推進 

⑸ 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底 

 

５ 実施要領 

⑴ 広報活動 

ア 航空機による広報 

航空機による広報は愛西市消防本部・海部東部消防本部・蟹江町消防  

本部と協同して各管轄内で本部ごとに実施する（１１月９日）。  

イ 防火チラシ、ポスターの配布 

「火の用心」のチラシ、ポスターを主な事業所に配布する。 

ウ 防火・防犯・交通安全パレード 

１１月９日（午前中）蟹江警察署及び海部南部消防連合会合同で、蟹 

江警察署管内を車両８台で、２班に分かれて車両パレードを実施する。  

エ 消防広報車等にて火災予防運動実施中のマグネットシートを掲示し、  

管内の巡回広報を実施する。 

巡回広報期間  １１月９日～１１月１５日 

（１１時～１３時、１７時～１９時の時間帯に実施） 

オ 特定事業所等に対し、防火広報を依頼 

１，０００平方メートル以上の店舗等に対して、火災予防の放送及び  

   立看板の掲出による広報を依頼する。 

カ 火災予防運動実施中の懸垂幕等を庁舎及び訓練塔に掲示 

火災予防運動実施中の懸垂幕等を本署訓練塔、南出張所庁舎及び北分 



署訓練塔に掲示して、各種車両運転者及び地域住民に火災予防を広報す  

る。 

キ 初期消火訓練 

住民・事業所からの要請により、初期消火訓練等を実施する（消火器  

取扱い訓練）。 

ク 「住宅防火 いのちを守る ７つのポイント」の広報 

「住宅防火 いのちを守る ７つのポイント」を消防訓練等を通じ広 

報する。 

ケ 防災図画の募集及び展示 

管内の各小学校全児童を対象に防災図画を募集し、防災意識を認識さ 

せるとともに、優秀作品に表彰状と記念品を贈り、多数の人が出入りす 

る事業所等に作品を展示する（１１月９日（水）～１５日（火））。 

※ 特別展示 

十四山地区文化の集い    １０月３０日（日） 

飛島ふるさとフェスタ    １１月６日（日） 

⑵ 防火対象物の視察研修 

消防団・市村担当者及び消防職員合同で防火対象物の視察研修を１１月  

９日（水）に実施し、自主防火管理体制の促進を図る。 

⑶ 住宅用火災警報器の設置状況調査 

弥富市、飛島村と調整のうえ敬老会等に出向し、高齢者に対し住宅用火  

災警報器の設置ＰＲと設置状況アンケート調査を行う。 

⑷ 平成２８年秋季全国火災予防運動期間中における行事結果等の報告 

ア 火災予防運動期間中の火災発生状況 

イ 火災予防運動期間中の行事結果等 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


